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【お問い合わせ】　（一財）消防試験研究センター沖縄県支部　☎９４１－５２０１

　　　　　危険物取扱者試験
【試 験 日】 平成28年６月５日（日）
【試 験 の 種 類】 甲種、乙種（第１類～第６類）、丙種
【願書受付期間】 平成28年4月18日（月）～４月25日（月）
【願 書 配 布 先】 消防本部、具志川消防署、石川消防署、
　　　　　　    与勝消防署、平安座出張所
【ホームページ】 http://www.shoubo-shiken.or.jp
                      ※電子申請できます。詳しくはホームページをご覧ください！

【
防
火
管
理
者
が
必
要
な
建
物
】

①

火
災
発
生
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
な
者
が
入
所
す
る

社
会
福
祉
施
設
等
が
あ
る
建
物
は
、

収
容
人
員
が
10
人
以
上
の
も
の
が
該

当
し
ま
す
。

②

劇
場
・
飲
食
店
・
店
舗
・
ホ
テ
ル
・
病

院
な
ど
不
特
定
多
数
の
人
が
出
入
り

す
る
建
物
は
収
容
人
数
が
30
人
以
上

の
も
の（
①
を
除
く
）が
該
当
し
ま
す
。

③

共
同
住
宅
・
学
校
・
工
場
・
倉
庫
・
事

務
所
な
ど
の
建
物
は
収
容
人
数
が
50

人
以
上
の
も
の
が
該
当
し
ま
す
。

【
防
火
管
理
者
制
度
】

　
一定
規
模
以
上（
右
記
①
②
③
）の
建
物

で
は
、
防
火
管
理
の
実
施
が
消
防
法
第

８
条
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

消
防
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
内
容
を

要
約
す
る
と
、「
多
数
の
者
を
収
容
す
る

建
物
の
管
理
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者

は
、一定
の
資
格
を
有
す
る
者
か
ら
防
火

管
理
者
を
定
め
、
防
火
管
理
を
実
行
す

る
た
め
に
必
要
な
事
項
を「
防
火
管
理
に

係
る
消
防
計
画
」と
し
て
作
成
さ
せ
、
こ

の
計
画
に
基
づ
い
て
防
火
管
理
上
必
要

な
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
防
火
管
理
者
を
選
任
し
て
い

な
い
場
合
ま
た
は
防
火
管
理
業
務
を
適

正
に
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
消
防

法
違
反
と
な
り
、
処
分
を
受
け
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

【
防
火
管
理
者
と
そ
の
業
務
】

　

防
火
管
理
者
は
次
の
よ
う
な
業
務
を

確
実
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○「
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
」の
作
成　

○

火
災
、
地
震
、
そ
の
他
災
害
が
発
生

し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
、
通
報
及

び
避
難
訓
練
の
実
施　
　

○
消
防
用
設
備
の
点
検
・
整
備　
　

○

火
気
の
使
用
ま
た
は
取
扱
い
に
関
す

る
監
督　
　

○

避
難
ま
た
は
防
火
管
理
上
必
要
な
構

造
及
び
設
備
の
維
持
管
理　
　

○
収
容
人
数
の
整
理　
　

○
そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務

  
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ  

　

予
防
課　

☎
９
７
５
―
２
１
１
９

防
火
対
象
物
に
は
、
火
災
予
防
の
た
め
防
火
管
理
者
の
選
任
が
必
要
で
す
！


